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TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550 （担当）三國・下島

無
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掲　示　板（5～7月行事予定表）
※下記の予定は、5月1日現在の判断で予定しておりますので、中止又は延期になる場合もあります。
　詳細は、中野法人会事務局宛てに連絡願います。TEL 3388－6896

現在「広報誌なかの」の表紙を募集しています。つきましては、支部の広報委員または事務局までご一報ください

月　　日 時　　間 内　　　　　　　容 会　　場

５　

月

1日㈮ 13：00～17：00 無料法律相談 中野法人会館
9日㈯ 10：30集合 中野にぎわいフェスタ税金2026 四季の森公園

10日㈰ 9：30集合 中野にぎわいフェスタ税金2026 四季の森公園
12日㈫ 13：30～15：30 決算法人説明会 中野法人会館
13日㈬ 13：30～16：00 新設法人説明会 中野法人会館
14日㈭ 17：00～18：00 理事会 西武信用金庫中野セントラルパークサウス会議室
17日㈰ 8：30集合 わんぱく相撲応援及び税金クイズ 中野区立総合体育館

22・25日 16：00～17：30 オンラインセミナー「令和8年度税制改正」 中野法人会館

６　

月

1日㈪ 13：00～17：00 無料法律相談 中野法人会館
3日㈬ 16：00～17：30 経営塾第1弾「税制改正」女性部会第2回目研修会 中野法人会館及びWEB
4日㈭ 11：00～11：30 第6回中野税務懇談会 中野税務署会議室
5日㈮ 18：00～19：30 経営塾第1弾「税制改正」青年部会第2回目研修会 中野法人会館及びWEB
9日㈫ 13：30～16：00 書き方説明会 中野法人会館

10日㈬ 13：30～15：30 決算法人説明会 中野法人会館
11日㈭ 16：00～ 第15回通常総会 リーガロイヤルホテル東京

15～19日 13：30～15：30 第1回 AI経理を前提とした初歩の簿記講習会 中野法人会館
23日㈫ 16：00～16：45 常任理事会 エルズサポート㈱19階会議室

〃 17：00～18：00 健康セミナー エルズサポート㈱セミナールーム

７　

月

1日㈬ 13：00～17：00 無料法律相談 中野法人会館
〃 13：30～15：30 決算法人説明会 中野法人会館

2日㈭ 13：30～16：00 新設法人説明会 中野法人会館
3・6・7・8日 09：30～11：00 生活習慣病健診 中野ゼロ小ホール

9日㈭ 13：30～16：30 第1回 実践AI経理修得セミナー 中野法人会館



都 税 だ よ り都 税 だ よ り都 税 だ よ り
中野都税事務所

 

  
クレジットカード

インターネットバンキング
地方税お支払サイトのeL-QR読取画面から
納付書のeL-QRを読取り、支払手続をすると
納付ができます。

5月は自動車税の納期です
－都税についてのお知らせ－

〈ご利用になれる納税方法〉 ※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納税方法の注意事項をご確認ください。

【お問合せ先】　東京都自動車税コールセンター
　　　　　　　03－3525－4066（平日9時～17時）

～ 車検時に納税証明の提示を省略できます ～

令和8年度の自動車税納税通知書は、５月1日（木）に発送します。
6月1日（月）までにお納めください。

※令和8年4月1日から、「自動車税種別割」の名称が「自動車税」に変わりました。

おうちで今、納付できます！！

車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所等にて自動車税の納税確認を電子的に行うことができます。
（ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。
車検が近い等お急ぎの場合は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付の上、納税通知書右端の納税証明を
ご利用ください。

主税局HP
都税の支払い方法
　　　　 ▶ ▶ ▶

スマホアプリ 納付書のeL-QRを読取るだけで
納付ができます。

ペイジーマークのついている納付書は、対応する金融機関のインターネットバンキングやモバイルバンキング、ＡＴＭから直接納付することができます。
他にもコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、都税事務所等の窓口でも納付いただけます。

マル経融資をご活用ください！マル経融資をご活用ください！
「無担保」・「保証人不要」・「手数料不要」

詳細は ⇒ ⇒ 東京商工会議所中野支部
TEL：０３－３３８３－３３５１

※専門家による窓口相談（税務・法律・金融）を実施して
　おります。事業に関する相談に限定しております。
※会員以外の方もご利用いただけます。

※中野区より３年間、支払利子の50％補助が受けられます。
※利子の補助率が100％となる場合があります。
　詳細はお問い合わせください。
※融資利率は金融情勢により変わることがあります。

◆融資限度額：２，０００万円
◆利　　率：２．５０％（2026年4月1日現在）

◆返済期間：運転資金・設備資金１０年以内
【主な融資要件】
・従業員20名以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は５名以下）
・税金（所得税、法人税、事業税、住民税等）を完納している
・最近１年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っている
※審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。
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2026年（令和8年）5月1日

――  会員増強に皆様のご協力をお願い致します。  ――



　今回の知っとくと得情報は、2026年（令和8年）
4月から全国で本格的に開始された「こども誰で
も通園制度」の目的と概要について説明いたし
ます。この制度は、保育所などに通っていない
生後6ケ月から満3歳未満の子どもを対象に、保
護者の就労状況に関わらず、月10時間まで保育
所や認定こども園などを利用できるものです。

　「こども誰でも通園制度」は、児童福祉法上の
「乳児等通園支援事業」として創設され、2025年
度（令和7年度）に制度化され、子ども・子育て
支援法上の「地域子ども・子育て支援事業」と
して実施していましたが、2026年度（令和8年度）
からは乳児等のための支援給付となるため、全
ての自治体で実施され、利用が進むように自治
体への支援や普及啓発等を進めることになりま
した。

　「こども誰でも通園制度」は、在宅で子育てを
している世帯の子供が、家庭とは異なる集団生
活を経験し、心身の健やかな成長に繋がること
を目的としています。また、保護者の子育ての
孤立感や負担の軽減も目指しています。
　この制度は、自治体が条例を制定することに
なっており、その制定内容に基づいて実施され
ます。各自治体は国の定める基準を踏まえ、地
域の実情に応じた条例を定めることになってお
ります。
〇条例内容の主なポイント
①目　的
　・全ての子供の健やかな育ちを応援
　・良質な成育環境の整備
　・子供に新しい経験や学びの機会を提供
　・子育ての孤立や負担を軽減
　・�保護者の多様な働き方やライフスタイルに
関わらない支援

②対象者
　・生後6ケ月から満3歳未満の子供

　・�普段、幼稚園や保育所などに通っていない
未就園児

　・�保護者の就労条件やライフスタイルに関わ
らず利用可能

③利用時間
　・一人当たり毎月10時間まで利用可能
　・時間単位で柔軟に利用可能
④利用要件
　・保護者の就労状況は問わない
　・�一時預かり事業とは異なり、利用理由も問

わない
⑤利用までの流れ
　・利用申請
　　　→住まいの市町村が定める方法で申請する
　・事業所を探す
　　　→条件に合う実施事業所を検索する
　・事前面談
　　　→�利用を希望する施設で、子供の健康状

態やアレルギーなどの聞き取りを実施
する

　・利　用
　　　→各施設で決定された利用日に登園する
⑥実施施設
　・保育所
　・認定こども園
　・幼稚園
　・地域子育て支援拠点
　・認可外保育施設
　・小規模保育事業所
　・児童発達支援センターなど

　「こども誰でも通園制度」に反対する主な理由
は、子供の安全と保育の質の低下への懸念及び
保育現場の負担増加があります。
①安全と保育の質への懸念
　・�人員配置基準の緩和が子供の安全を脅かす

可能性がある
　・�既存の施設を活用する「余裕活用型」では、

保育士の増員が必須ではない

税理士
山　岡　修　治

〒101－0047
千代田区内神田１－２－２

小川ビル７階
神田合同税理士事務所
TEL  03（3518）2711㈹
FAX  03（3518）2712
携帯  090（2212）0306
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 

＝税の豆知識＝知っとくと　　　 情報得知っとくと　　　 情報得 ＝税の豆知識＝

1．制度の基本情報

2．制度の目的と概要

3．制度に反対する意見
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・国税／4月分源泉所得税の納付� 5月11日
・国税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等）� 6月1日
・国税／9月決算法人の中間申告� 6月1日
・国税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 6月1日
・国税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3

回の場合）� 6月1日
・国税／�確定申告税額の延納届出による延納税

額の納付� 6月1日
・国税／特別農業所得者の承認申請� 5月15日
・地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

・国税／5月分源泉所得税の納付� 6月10日
・国税／所得税の予定納税額の通知� 6月15日
・国税／�4月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等）� 6月30日
・国税／10月決算法人の中間申告� 6月30日
・国税／�7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 6月30日
・地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の

納付（第1期分）
市町村の条例で定める日

・労務／�健康保険・厚生年金保険被保険者賞与
支払届� 支払後5日以内

・労務／児童手当現況届（市町村役場に提出）
6月30日

5月の税務と労務

6月の税務と労務

　・�乳幼児3人以下の場合、職員1人での運営に
安全性の問題がある

　・�時間単位で利用する子供と在園児を同室で
保育すると質が低下しうる

②保育現場の負担増加
　・�利用者の入れ替わりが激しく、現場の負担

が増加する
　・�受け入れ準備や保護者対応に通常以上の負

担が生じる
　・�現行の報酬単価では、安定した運営体制の

確保が難しい
　・�制度の必要性は理解しつつも、現場の疲弊

を懸念する声がある

＊中野区子育てサイト（おひるね）から抜粋
　2026年度（令和8年度）から、国により、就労
等の有無を問わず月一定時間まで保育施設等を
利用できる新たな制度「乳児等通園支援事業（こ
ども誰でも通園制度）」が創設されます。本制度
は、「子ども同士の触れ合いや、保育士の働きか
け等により、子どもの発達を促す機会をつくり、
子どもの成長を支援すること」が主な目的です。
〇事業概要
１．対象児童
　　次の①及び②に該当する子ども
　①�保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保

育事業等に通園していないこと
　②生後6ケ月から満3歳未満の子供であること
　＊�認可外保育施設（企業主導型保育事業所を

除く）に通院する子どもは、本制度を利用
することができます。

　＊�認証保育所に通園する子どもは、3歳の誕生
日の前々日まで本制度を利用することがで
きます。

　＊�中野区民が本制度を利用する場合は、生後6
ケ月から満3歳に達する日（3歳の誕生日の
前日）以後最初の3月31日まで利用可能な場
合があります。

２．認定書の発行について
　�　中野区で申請内容を確認し、認定要件（対
象児童の条件）を満たしていることが確認で
きた場合、ご自宅宛てに乳児等支援給付認定
書が送られてきます。認定書は保育園等との
初回面談時などで利用するため、ご自宅で大
切に保管してください。

「五月（皐月・さつき）」
　皐月とは、早苗を植える時
期「早苗月（さなえづき）」を
略したもの。
　皐月の皐には「神に捧げる
稲」という意味があります。
また、俳句の世界では、5月

6日頃（立夏）から8月7日頃（立秋の前日）ま
での3ケ月を「三夏」と呼びます。
　気象学的には夏至から秋分までで、四季の中
で最も暑く日差しが強いのが特徴です。
　三夏とは爽やかな暑さの初夏、梅雨時の蒸し
暑さの仲夏、炎暑の晩夏をいいます。
　5月は三夏の中で、序盤にあたる「初夏」と呼
ばれる季節です。日本の多くの地域では春の名
残を感じるものの、本格的な夏に向けて気温は
上昇します。

4．中野区乳児等通園支援事業
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※ 国税庁経験者採用試験（国税調査官級）については、令和７年度の実施状況を記載しています。 
令和８年度の試験概要については、令和８年７月以降に人事院及び国税庁ホームページに掲載予定です。 

国 税 職 員 採 用 募 集 
  Ｐｒｉｄｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ ～公平な世の中を創る、志～ 

 適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか ？ 
国税職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識

を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

 
 

 

 

 
 

 

各試験 
区分 

国税専門官 税務職員 
国税庁経験者 
（国税調査官級） 
※令和７年度の実施状況 A区分（文系） B区分（理系） 

受験資格 

 

１ 平成８年４月２日～平成 17年４月１日生まれの者 
２ 平成 17 年４月２日以降生まれの者で次に掲げるも
の 
 大学（短期大学を除く。）を卒業した者及び令和
９年３月までに大学を卒業する見込みの者 

 人事院が上記に掲げる者と同等の資格がある
と認める者 

１ 令和８年４月１日において高等学校又は中
等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
３年を経過していない者（令和５年４月１日
以降に卒業した者が該当する。）及び令和９年
３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業
する見込みの者 

２ 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認め
る者 

令和７年４月１日において、大学等
（短期大学を除く。）を卒業した日又
は大学院の課程等を修了した日のう
ち最も古い日から起算して８年を経
過した者 

申込期間 令和８年２月 19日（木） 
～３月 23日（月） 

令和８年６月 12日（金） 
～６月 24日（水） 

令和７年７月 28日（月） 
～８月 18日（月） 

１次試験 令和８年５月 24日（日） 令和８年９月６日（日） 令和７年 10月５日（日） 

試験科目 基礎能力試験（多肢選択式） 
専門試験（多肢選択式） 
専門試験（記述式） 

基礎能力試験（多肢選択式） 
適性試験（多肢選択式） 
作文試験 

基礎能力試験（多肢選択式） 
経験論文試験 
 

２次試験 令和８年６月 22日（月） 
～７月９日（木） 

※ １次試験合格通知書で指定する日時 

令和８年 10月 14日（水） 
～10月 23日（金） 

※ １次試験合格通知書で指定する日時 

令和７年 11月８日（土）、９日（日）、
15日（土）又は 16日（日）で指定す
る１日 

人物試験、身体検査 人物試験、身体検査 人物試験 

３次試験 
  

令和７年 12月上旬又は中旬で指定す
る１日 

総合評価面接試験 

合格発表 令和８年８月 12日（水） 令和８年 11月 17日（火） 令和７年 12月 24日（水） 
採用案内

パンフレ

ット 

 

 

 

 

 

 

人事院国家公務員 
試験【採用 NAVI】 

採用関係 
お役立ちリンク集 

国税庁 YouTube 
チャンネル(採用) 

国税庁採用 
インスタグラム 

大学卒業後、 
８年以上経過の方 高校卒業程度の方 大学卒業程度の方 

務 署 だ よ り務 署 だ よ り務 署税税税 だ よ り
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務 署 だ よ り務 署 だ よ り務 署税税税 だ よ り

本 部 だ よ り本 部 だ よ り本 部 だ よ り

e-Tax申告法人の
４社に３社が ALL e-Tax です！！

国税庁では、納税者や税理士の皆様の利便性向上と税務行政の効率化のため、
添付書類（財務諸表や勘定科目内訳明細書等）を含めたe-Tax（ALL e-Tax）を
推進しています。

裏面では、
財務諸表のでん

e-Taxで送信できる添付書類の
データ形式は決まっていますか？

※ 上記の添付書類はPDF形式による提出
が認められていません。

02

添付書類を含めたe-Tax（ALL e-Tax）
の利用はどのくらい進んでいますか？

  財務諸表 XBRL形式・CSV形式
  勘定科目内訳明細書

XML形式・CSV形式

国税庁 法人番号7000012050002 令和６年10月

e-Taxで申告した法人の４社に３社
が、ALL e-Taxです。

法令により、提出する書類ごとにデータ
形式が定められています。

03
CSV形式で財務諸表を作成し、
e-Taxで送信する方法を教えて
ください。

「国税庁動画チャンネル」
に動画を掲載しています。

YouTube
「国税庁動画ﾁｬﾝﾈﾙ」

※ 財務諸表データの提出方法に
ついては裏面をご覧ください。

01

法人税の電子申告のQ&A

ALL e-Tax のメリット

ペーパーレス化 コスト削減

郵送料、印刷代、交通費
の削減

書類の保管場所が不要
遠隔地でも書類が確認可能

業務の効率化

発送の手間や税務署へ
行く手間を解消

2月16日  確定申告冒頭駅頭PR活動（於：中野駅南口周辺）

～～～ 中野駅南口周辺で毎年恒例のe-Tax申告の啓蒙、確定申告の開始をティッシュ配りでお知らせしました ～～～

～ e-Tax申告にご協力ください ～ ～～～～～～～ 参加された皆様 ～～～～～～～

（ ）7

2026年（令和8年）5月1日

――  会員増強に皆様のご協力をお願い致します。  ――



　中野税務署の佐野上席による確定
申告研修では、「令和7年度所得税
及び復興特別所得税の確定申告の
手引き」を用いて、税制改正のポイン
トが分かりやすく解説されました。
　また、普及が進むスマートフォンを利用したe-Tax
申告についても触れ、申告者の皆さまへ利用促進の
協力を丁寧に呼びかけられました。

～～～ 懇親会場（於：くいもの屋わん）～～～

～～～～～ 参加された皆様 ～～～～～

　今回も、毎年恒例“事業承継”の研
修を行って頂きました。
　講師に税理士の斎藤英一氏を講師
に迎え、事業承継の重要ポイントを解
説する研修会を開催しました。後継
者不足の現状、株価上昇による経営権移転の課題、
事業承継税制の活用方法などが具体的事例とともに
紹介され、早期対策の必要性が強調されました。参
加者にとって実務に直結する有益な内容となりました。

講師：斎藤英一氏

優勝：相澤氏 準優勝：滝口氏 第三位：米持氏

講師：佐野上席様

本 部 だ よ り本 部 だ よ り本 部 だ よ り

　毎年恒例の親睦ボウリング大会が開催され、多く
の会員がご参加されました。始球式で会場が盛り上
がり、競技も和やかながら白熱した雰囲気で進行。
　表彰では、優勝：相澤氏、準優勝：滝口氏、第
三位：米持氏が受賞いたしました。
　本イベントは、会員同士の交流促進とリフレッシュ
の場として大きな役割を果たし、参加者からもご好評
でございました。

な　　　　か　　　　の（263号）

――  会員募集中です。（詳細は TEL 3388 － 6896  中野法人会事務局まで）  ――
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2月4日 中野法人会経営塾 第四弾 “確定申告”（於：法人会館＋WEB）

2月12日 中野法人会経営塾 第五弾 “事業承継”（於：法人会館＋WEB）

2月5日 中野法人会福利厚生事業 第三弾 “ボウリング大会”（於：高田馬場グランドボウル）

福井税制税務委員長 大島厚生共益事業委員長柴野公益事業委員長

2月度恒例：活発な事業を展開！！

～～～～～ 参加された皆様 ～～～～～

～～～～～ 研修会レジュメ ～～～～～

中野法人会経営塾：第四弾・第五弾
福利厚生事業・親睦ボウリング大会

横山会長



本 部 だ よ り本 部 だ よ り本 部 だ よ り

～～～～～～～～～～～ 中野通りさくら祭りの様子 ～～～～～～～～～～～

～～～～ 29日㈰に参加された皆様 ～～～～～～～～ 28日㈯に参加された皆様 ～～～～

～～～～～～～～～ 受付、クイズ出題、クイズ答え合わせの様子 ～～～～～～～～～

中野通り桜まつり税金クイズ（3月28日㈯・29日㈰　新井薬師公園）
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新入会員特別研修会・交流会新入会員特別研修会・交流会新入会員特別研修会・交流会

な　　　　か　　　　の（263号）

――  会員募集中です。（詳細は TEL 3388 － 6896  中野法人会事務局まで）  ――
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　『新入会員特別研修会・交流会』が、3月24日㈫中野区役所ナカノバにて開催され、74名の方が参加されました。

参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様 の参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様 の参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様 の参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様 の参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様 の 声
エルズサポート㈱　月川　慶一

　2024年度に入会し、この度は新入会員・特別
交流会に参加させていただきました。
　青年部会での活動やイベントを通じ、自支部
だけでなく他支部の方々とも顔見知りになれた
ことは、私にとって大きな財産です。
　参加回数を重ねるごとに交流が深まり、今で
は活動を通じて親睦を深められる仲間ができた
ことを大変嬉しく感じています。青年部会に入
会して本当に良かったです。
　今後もこの繋がりを大切に、積極的に活動へ
貢献してまいります。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

Onc Labo　井田　　孝
　この度は、新入会員イベントに参加させてい
ただき、誠にありがとうございました。
　当初は独特の緊張感に身が引き締まる思いで
したが、吉川第5支部長の細やかなお気遣いのお
かげで、多くの方と貴重な繋がりを持つことが
できました。心より感謝申し上げます。
　中野区を愛する気持ちは人一倍強いので、諸
先輩方を見習い、微力ながら地域に貢献できれ

ば幸いです。
　今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
い申し上げます。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―
社会保険労務士/行政書士 オフィスウィング　板羽愛由実
　先日は新入会員特別研修会・交流会に参加さ
せていただき、ありがとうございました。
　多くの中野で活躍されている先輩方と交流す
る機会をいただき、大変刺激を受けました。
　今回のご縁を大切にし、地域に貢献していこ
うという思いが強くなりました。
　今後ともよろしくお願いいたします。
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

㈱エンプレシャス　山村　泰弘
　交流会に参加し、歴戦の猛者である経営者の
皆さまに囲まれる中、
　私は経験の浅い立場として臨みました。
　至らぬ点ばかりではありますが、貴重なお話
や視点に触れ、大変刺激を受けました。
　今回のご縁を大切に、法人会への入会を機に
皆さまと積極的に交流し多くを学び成長してい
きたいと感じております。

～～～～ 交流会に参加された皆様 ～～～～ ～～～～～ 研修会の様子 ～～～～～

充実した部会
◆青年部会
　創立46年目、年齢が50歳迄の男女どなたでも入会可能
◆女性部会
　創立45年目、女性の経営者、社員の方どなたでも入会可能

中野法人会には、
（青年部会・女性部会）があり、

それぞれ独自に活動を
展開しております。

是非、ご入会の
ご検討を！



新入会員特別交流会新入会員特別交流会新入会員特別交流会
参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様参 加 さ れ た 新 入 会 員 の 皆 様
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――  会員増強に皆様のご協力をお願い致します。  ――



支 部 だ よ り支 部 だ よ り支 部 だ よ り

～～～～～～ 猿島にて ～～～～～～ ～～～～ 鎌倉『御代川』にて ～～～～

～～～～～～～～～ 猿島見学ツアーの様子 ～～～～～～～～～ 記念艦『三笠』前にて

《第8・9支部》
◆ 日帰りバス研修会 ◆（3月28日㈯  横須賀方面、無人島猿島、鎌倉方面）

な　　　　か　　　　の（263号）

――  会員募集中です。（詳細は TEL 3388 － 6896  中野法人会事務局まで）  ――
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令和 7年度新入会員
第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮）
㈱ フ ォ ー ラ ム 上鷺宮2
M . J . M e l i o r a（同） 上鷺宮4
㈱K e n d o  S p i r i t 鷺宮6
㈱ リ リ ビ ッ ト 鷺宮6
㈱ インカムリード 白鷺1
W r i t t e n  b y ㈱ 白鷺3
M M H ㈱ 白鷺3
C L O V E（同） 若宮1
第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋）
㈱ ハ 　 セ 　 ベ 丸山2
第3支部（大和町・野方）
㈱ M B エ コ シ ア 大和町2
電 気 屋 タカノ ㈱ 野方3
㈱ お た や H D 野方5
㈱ 家 　 　 和 野方5
㈱ 三 　 　 建 野方5
E I O A（ 同 ） 中野4
第4支部（新井3～5丁目・松ヶ丘・上高田）
㈱S t e l l a r C r e a t e 上高田1
㈱ S u c r e 上高田2
㈲ 大 谷 接 骨 院 上高田5
第5支部（新井１～２丁目・中野４～６丁目）
ク レ ア シ ア ㈱ 新井1
㈱ 宮 川 電 業 社 中野5

Cantante　Lirica㈱ 中央4
㈱ I S S H I N 新井1
第6支部（東中野）
㈲ エ ア ー ホ ー プ 東中野1
㈱ 空 東中野2
㈱ ク 　 ル 　 ー 東中野4
第7支部（中野１～３丁目）
㈱ T O M O 中野2
㈱ N E W S K Y 中野2
動 画 の 窓 口 ㈱ 中野3
㈱ホームメイド東京 中央4
㈱ し び れ 中野2
第8支部（中央３～５丁目・本町４～６丁目）
㈱ し み ず 堂 本町4
（一社）イ ロ ド リ 本町6
㈲ メ イ ヒ ル 中央3
ワッフルマーケティング㈱ 若宮1
第9支部（中央１～２丁目・本町１～３丁目）
石 森 製 粉 ㈱ 本町1
㈱ 福 音 館 書 店 本町2
㈱ レ オ パ レス 2 1 本町2
第10支部（弥生町・南台）
C P P ㈱ 弥生町1
㈱ ロ ジ カ ル 8 1 弥生町1
㈱ エンプレシャス 南台2

（宗）寶 　 福 　 寺 南台3
賛助会員
（同）アカウンティングサポート 仙台市青葉区小松島2
㈱ ラ フ ィ ネ ス 練馬区練馬1
エ ス ア ー ル ズ ㈱ 練馬区豊玉上2
矢 島（ 彌 い ち ） 江原町2
㈱ デ イ テ ッ ク 日野市日野
㈱場創総合研究所 さいたま市南区白幡3
F 　　　　D（同） 新宿区百人町1
木 村 重 量 足立区入谷1
平 野 晋 康 新井2
O n c  L a b o 中野6
（同）S A Y Y O U 佐倉市井野
㈱ デンドロビウム 新宿区神楽坂3
㈱ G ・ M・ A・ C 新宿区新宿2
CaT労務コンサルタント 中央区日本橋2
社会保険労務士行政書士オフィスウィング 中野2
㈱ウェブ ユ ニオン 渋谷区笹塚2
㈱アクティブリテック 新宿区西新宿6
㈱ジェイ・エフ・プランニング 新宿区須賀町
㈲ 涌 井 重 機 杉並区桃井1
㈱ 栄 進 開 発 川崎市中原区上新城2
平成ビルサポート㈱ 杉並区荻窪5
長 谷 川 次 雄 中央2
㈲ 翔 　 印 　 堂 新宿区新宿5



支部・役員会を開催！
　各支部、令和８年度の事業計画（税務研修会・福
利厚生事業等）、会員増強推進の件について活発な意
見交換を行いました。
　受託会社である大同生命保険㈱、アフラック代理店
ハピネスインテンション、AIG損害保険㈱の各担当者か
ら保険商品の紹介を頂き、その後、懇親会を行いました。
支部長を中心に、新たなスタートができました。
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支 部 だ よ り支 部 だ よ り支 部 だ よ り

第1支部（新井支部長）
2月10日（於：鷺宮・大衆居酒屋くりりん）

第4支部（渡邉支部長）
2月24日（於：松が丘・松寿司）

第7支部（竹下支部長）
2月26日（於：中野２丁目・役員会：エルズサポー
ト㈱様会議室　懇親会：屋台屋博多劇場）

第2支部（滝口支部長）
2月13日（於：沼袋・藤乃）

第5支部（吉川支部長）
2月12日（於：中野５丁目・食趣工房すず木）

第3支部（石﨑支部長）
2月16日（於：野方・慶和楼）

第6支部（三橋支部長）
2月20日（於：東中野・こ卯さぎ亭）

第8支部（酒井支部長）＆第9支部（鈴木支部長）
2月18日（於：中央３丁目・庶民）

第10支部（小倉支部長）
2月9日（於：弥生町・今是）

企C-2025-0008（2025年7月29日）P6965

公   益
財団法人

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町5番6号 全法連会館3階

https://www.tohoren-tokutaikyo.or.jp

資 料 請 求
お問合せは

○この制度は、大同生命保険株式会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づいて運営しています。
○このご案内は、2025年7月現在の制度内容および税制に基づき記載されており、内容は将来変更されることがあります。
○ご加入にあたっては必ず所定のパンフレットをご確認ください。

1 東京都内の事業所であれば、企業規模を問わず加入できます。
2 掛金は従業員１人につき月額1,000円から30,000円まで選択できます。
3 掛金は全額損金または必要経費に算入でき、給与所得にもなりません。
4 ご加入後１ヵ月で退職しても退職金が支払われます。
5 中小企業退職金共済制度（中退共）と重複して加入できます。

公益財団法人 東法連特定退職金共済会とは…
●東京法人会連合会（東法連）が母体となり1977年に財団法人

として設立されました。
●所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体として、

税務署の承認を受けています。
●東京都知事の公益認定を受けて、2012年10月に公益財団

法人に移行しました。
●約4,000社の事業所の皆さまにご加入いただき、約450億円の

積立金をお預かりしています。

特定退職金共済制度
特退共
と く た い き ょ う

従業員の退職金準備は

特退共の魅力



～～ 作品の前で ～～ ～ 参加された皆様 ～

3月4日 女性部会・役員会（於：中野セントラルパークサウス会議室）

部 会 だ よ り部 会 だ よ り部 会 だ よ り

《女性部会》◆ 役員会を開催 ◆
　3月４日、女性部会役員会を中野セントラルパ
ークサウス会議室で開催されました。
　主に、『第45回定時総会』へ向けて役割分担の
確認と新年度から女性部会の運営変更や今度の
活動について役員同士で活発な意見交換を行い
ました。

《女性部会》◆ 東法連女連協  令和7年度全体連絡会 ◆
　3月4日、東法連女連協主催の『令和7年度女性
部会全体連絡協議会』が、京王プラザホテルで
開催されました。
　㈱ニチレイフーズ　サステナビリティ推進部
部長吉野達也氏を招聘し「食品ロス削減を中心
とした地球にGood！活動推進とその根幹にある
経営者と従業員がともに取り組む企業風土改革

『ハミダス活動』」と題してご講演いただきました。

《青年部会》◆ 「親睦チャリティゴルフコンペ＆石和温泉泊り親睦会」を開催 ◆
(3月11日　於：春日居ゴルフ倶楽部)

《青年部会》◆ 第６回研修会 ◆　(2月6日　於：法人会館＆WEB)

　3月11日、昨年3月開催は中止となりましたが、今
回は9名のご参加により開催。
　ゴルフ終了後は、石和温泉CHATERAISE HOTEL 
石和で泊り親睦会を行いました。
　成績は下記のとおりです。（敬称略）
　　優　勝：竹下　芳
　　準優勝：米持大介
　　第３位：森　栄二 ～～～～～ 参加された皆様 ～～～～～

　2月6日、法人会館とWEBを活用して、『第6回
研修会』が開催されました。
　講師に渋谷税務署・呉屋広報広聴官を招聘し
て、『租税教室・講師養成講座』について話して
頂きました。
　小学校の授業支援システムを活用し、租税教
室を円滑に進める事例をご紹介いただきました。

　事例の中でタブレッ
ト端末を用いて税金ク
イズを開催する方法を
当日参加した青年部会
員が生徒役としてのデ
モンストレーション授

業を実施したことが印象に残りま
した。
　今後の租税教室に役立つ、大変
内容の濃い充実した研修会になり
ました。ご出席頂いた税務署の幹
部の皆様に、感謝申し上げます。

　またその後、『令和7年度・税に関する絵はが
きコンクール』の選考結果発表が行われました。

～ 研修会レジュメ ～

講師：呉屋広報広聴官

～～～～ 研修会に参加された皆様 ～～～～

な　　　　か　　　　の（263号）

――  会員募集中です。（詳細は TEL 3388 － 6896  中野法人会事務局まで）  ――
（ ）14



（ ）15

2026年（令和8年）5月1日

――  会員増強に皆様のご協力をお願い致します。  ――

活発な社会貢献活動を展開！！
中 野 ラ ン ニ ン グ フ ェ ス タ 2 0 2 6

～～～～ 皆さん！日頃の成果を発揮してくださーい！ ～～～～

ランフェスを盛り上げて頂きました！

法人会は“受付＆ゴミステーション”の担当です

～～ 最後を盛り上げる恒例のステージ ～～

～ ボランティアスタッフに参加された皆様、お疲れさまでした！！ ～



な　　　　か　　　　の（263号）

――  会員募集中です。（詳細は TEL 3388 － 6896  中野法人会事務局まで）  ――
（ ）16

会 員 事 業 者 紹 介

すず木
すずき

業種：飲食業

↑詳しくは
こちらから

株式会社  正直不動産
かぶしきがいしゃ  しょうじきふどうさん

業種：起業家支援アパート経営

代表者　吉田　信康（よしだ のぶやす）
所在地　〒164-0001  
　　　　中野区中野3-34-31大橋ビル4F
ＴＥＬ　03-3382-8088
ＦＡＸ　03-3382-8099
ＵＲＬ　https://kakinoki.yoshida-tax.jp/

代表者　鈴木　進（すずき すすむ）
所在地　〒164-0001
　　　　中野区中野5-53-2 フェリーチェ2階
ＴＥＬ　03-6382-8517
ＦＡＸ　03-6382-8517
ＵＲＬ　なし

株式会社  福音館書店
かぶしきがいしゃ  ふくいんかんしょてん

業種：出版業

企
業
紹
介

代表者　佐藤　潤一（さとう じゅんいち）
所在地　〒164-0012  
　　　　中野区本町2-46-1-2F
ＴＥＬ　03-3942-2151
ＦＡＸ　03-3942-2152　　　　　　　
ＵＲＬ　https://www.fukuinkan.co.jp

創業74年の児童図書出版社です。
子どもを原点とした読み継がれる
本づくりを守り続けています。

企
業
紹
介

店主趣味の料理とおいしいお酒、
大人の寛げる空間、
店主自家製手打ちの十割蕎麦を
ご用意しております。

株式会社  ウェブユニオン
かぶしきがいしゃ  うぇぶゆにおん

業種：WEB制作

企
業
紹
介

代表者　三谷　泰文（みたに やすふみ）
所在地　〒151-0073  
　　　　渋谷区笹塚2-41-18 サリッドビル301
ＴＥＬ　03-6277-5456
ＦＡＸ　なし
ＵＲＬ　https://web-union.co.jp/

企業サイトの制作からバナーのみの
制作まで柔軟に対応する
ホームページ制作会社です。

企
業
紹
介

ウソのつけない税理士がベンチャー
支援のためのコワーキングスペース
付きのアパートを経営しております。


